
 墨田区船着場条例を公布する。 

  平成２４年１２月１１日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第５７号 



   墨田区船着場条例 

 （目的） 

第１条 国際観光都市すみだの魅力の向上及び水辺空間を活用したうるおいのあるま

ちづくりの推進を目的として、観光、旅客輸送等の拠点とするため、墨田区船着場

（以下「船着場」という。）を公の施設として設置する。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 船着場 旅客船、一般船舶等の発着に使用する係留施設をいう。 

 ⑵ 旅客船 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第３条第１項又は第２１条

第１項の規定により許可を受けた事業に使用する船舶をいう。 

 ⑶ 特殊用務船 河川管理者、消防又は警察の業務に使用する船舶をいう。 

 ⑷ 一般船舶 旅客船及び特殊用務船以外の船舶をいう。 

 （名称及び位置） 

第３条 船着場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

 （使用対象船舶） 

第４条 船着場を使用することができる船舶は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 旅客船又は墨田区規則（以下「規則」という。）で定める事業の用に供する船

舶 

 ⑵ 防災活動又は災害復興支援活動の用に供する船舶 

 ⑶ 国又は地方公共団体が河川管理者として使用する船舶 

 ⑷ 特殊用務船（前号の船舶を除く。） 

 ⑸ 一般船舶のうち区長が認める船舶 

 （開場時間及び休場日） 

第５条 船着場の開場時間及び休場日は、規則で定める。 

 （船舶の登録） 

第６条 第４条第１号の船舶により船着場を使用しようとする者は、あらかじめ当該

使用に係る船舶の情報その他規則で定める事項を区長に届け出て、船舶の登録を受



けなければならない。 

 （使用の手続） 

第７条 船着場を使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。 

 （使用の不承認） 

第８条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、船着場の使用の承認をし

ない。 

 ⑴ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 ⑵ 船着場の施設を毀損するおそれがあるとき。 

 ⑶ 船着場の管理上支障があるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。 

 （使用料） 

第９条 船着場の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第２に

定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１０条 区長は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

 （使用料の返還） 

第１１条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第１２条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （使用承認の取消し等） 

第１３条 区長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、船着場の使用の承認を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 

 ⑴ 使用の目的又は条件に違反したとき。 

 ⑵ この条例、この条例に基づく規則その他の規程又は区長の指示に違反したとき。 

 ⑶ 災害その他の事故により船着場を使用することができなくなったとき。 



 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 

 （原状回復） 

第１４条 使用者は、船着場の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承

認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに船着場を原状に回復し

なければならない。 

 （行為の制限） 

第１５条 船着場では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長

の承認を受けたときは、この限りでない。 

 ⑴ 火気の使用及び危険物の持込み 

 ⑵ 工作物の設置 

 ⑶ 物品の販売その他の営業行為 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、船着場の管理上支障を来すおそれがある行為 

 （損害賠償） 

第１６条 船着場の施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しな

ければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額

を減額し、又は免除することができる。 

 （罰則） 

第１７条 区長は、第１５条本文の規定に違反した者に対し、５万円以下の過料を科

することができる。 

 （委任） 

第１８条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、別表第１吾妻橋船着場

の項の規定は同年６月１日から、次項の規定は公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の船着場の使用に係る必要

な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うこと

ができる。 



別表第１ 

名   称 位     置 

吾妻橋船着場 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番地先 

おしなり公園船着場 東京都墨田区押上一丁目１番地先 

平井橋船着場 東京都墨田区立花三丁目２９番地先 

立花六丁目船着場 東京都墨田区立花六丁目２４番地先 

東墨田二丁目船着場 東京都墨田区東墨田二丁目１番地先 

 

別表第２ 

１隻につき１回当たりの使用料 
船 舶 の 種 類 

１日１回使用する場合 １日２回以上使用する場合 

定員１２人以下 ６００円 ４５０円 

定員１３人以上２５人

以下 
１，０００円 ７５０円 

定員２６人以上４４人

以下 
２，０００円 １，５００円 

定員４５人以上 ５，０００円 ４，０００円 

 


